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ストックオプション（新株予約権）の発行内容等に関するお知らせ 
 
 当社は、平成 16 年 10 月 25 日開催の当社取締役会において、商法第 280 条ノ 20、商法第 280 条ノ 21
および平成 16 年 6 月 29 日開催の当社第 38 回定時株主総会決議に基づき発行する新株予約権（ストック
オプション）に関する発行要領および割当対象者を決定しましたので､下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
 １．新株予約権の割当てを受ける者 

  当社の取締役、執行役員および従業員 
 ２．新株予約権の目的たる株式の種類および数 
    当社普通株式 162,500 株 
     なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整

するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していな
い新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場
合は、これを切り捨てるものとする。 

      調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割（または併合）の比率 
３．発行する新株予約権の総数 

    合計 1,625 個 
（新株予約権の１個当たりの目的となる株式数 100 株。ただし、２．に定める株式の数の調整を

行った場合は、同様の調整を行う。） 
４．新株予約権の発行価額 
   無償とする。 

 ５．新株予約権の発行日 
    平成 16 年 10 月 25 日 
 ６．新株予約権行使時に払込みすべき金額 

  １株当たり 823 円 
    新株予約権１個当たりの払込金額は、１株当たりの払込金額に上記３．に定める新株予約権

１個当たりの株式数を乗じた金額とする。 
    なお、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式によ

り払込価額を調整し、調整により生じる 1円未満の端数は切り上げる。 

                             新規発行株式数×1株当たり払込金額 
                      既発行株式数＋ 
                              新規発行前の 1株当たり株価 
    調整後払込価額＝調整前払込価額× 
                       既発行株式数＋新規発行による増加株式数 

 



     また、新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、払込価額は、分割または
併合の比率に応じて比例的に調整されるものとし、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上
げる。 

 ７．新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額 
    133,737,500 円 

８．新株予約権の行使期間 
    平成 18 年 7 月１日から平成 21 年 6月 30 日まで 

９．新株予約権の行使条件 
    ① 新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役員ま

たは従業員であることを要する。ただし、後記④で掲げる新株予約権割当契約に定める一
定の要件を充足した場合に限り、取締役、執行役員または従業員の地位を失った後も引き
続き権利を行使できる。 

② 新株予約権の割り当てを受けた者が死亡した場合には、その相続人が新株予約権を相続する
ことができる。ただし、行使期間開始以前に死亡した場合は、この限りでない。 

③ 新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 
④ その他の条件については、平成 16 年 6 月 29 日開催の当社第 38 回定時株主総会決議および

平成 16 年 10 月 25 日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割り当てを受
けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 

 10．新株予約権の消却事由および条件 
    ① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約
      承認の議案ならびに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権を無
      償で消却することができる。 
    ② 新株予約権者が９．①の条件を満たさない状態になり、権利を喪失した場合には、その新
      株予約権を無償で消却することができる。 
 11．新株予約権の譲渡制限 
    新株予約権を譲渡するためには取締役会の承認を要する。 
 12．新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額 
    新株を発行する場合は発行価格の 2分の 1（１株につき 412 円）を資本に組入れる。ただし、新

株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じない。 
13．新株予約権の割当てを受ける者の人数およびその内訳 
   当社取締役   2 名  160 個（ 16,000 株） 

    当社執行役員  16 名  440 個（ 44,000 株） 
当社従業員  162 名 1,025 個（102,500 株） 

    合計     180 名 1,625 個（162,500 株） 
 
 

以  上 

 
 
 
 【ご参考】 
    (1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日         平成 16 年 5月 20 日 
    (2) 定時株主総会決議日                   平成 16 年 6月 29 日 
    (3) 権利行使期間          平成 18 年 7 月１日から平成 21 年 6月 30 日まで 


